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　例年、九州南部では 6 月上旬ごろ梅雨に入り、7 月中旬ごろまで雨が続きます。梅雨明け後は
台風襲来の時期となり、9 月末ごろまで市への上陸・接近による影響が予想されます。梅雨や台
風の大雨により、河川の氾濫や低地での浸水などの被害が出ることがあります。これから大雨の
時期を迎えるにあたって、次のような点に注意をしてください。

梅雨や台風など大雨になりやすい時期です！
　～被害に合わないために～

　総 合防災ハ ザード
マップの記事面もご覧
ください。　津波、土砂災害、洪水、

ため池決壊、消防水利に関
するハザードマップが表示
されます。

①大雨などで河川や排水路、用水路が増水して水があふれることがあります。また、地盤がゆるくなり、
崖崩れなどの可能性が大きくなります。危険な場所に不用意に近づかないようにしましょう。

②日頃から食料や飲料水、医薬品など避難生活に必要なものを災害備蓄品や非常持出品として準備しま
しょう（最低 3 日分、推奨 1 週間分）。

③あらかじめ避難する場所を決めておき、避難する場所までの道のりも
確認しておきましょう。自宅周辺にはどこに危険な場所があるか、また
災害が起きた時の約束事などを家族で話し合って確認しておくことも
大切です。ぜひ、話し合いの機会を持つようにしてください。

④情報を集め状況を知ることが必要です。市は気象台や県などと密に連携し、集めた情報はテレビや
インターネットなどを通して発信しています。情報収集に役立つコンテンツをいくつか紹介します。

【ハザードマップ】
（日本語版）

ハザードマップ

Yahoo!防災速報アプリ

NHKニュース・防災アプリ

MBCアプリ・データ放送

あらゆる災害をプッシュ通知にてお知らせ！
（通知はオン・オフ可能です）

地域を「南九州市」に設定すると、避難所
情報や災害レベルなどをプッシュ通知にて
お知らせ！
（通知はオン・オフ可能です）

アプリのほか、MBCではデータ放送でも南九州市の情報を提供しています。
MBCテレビを選局している状態でdボタンを押すと確認できます。
災害情報のほか、県内のニュースも通知！（通知はオン・オフ可能です）

未来共生災害救援マップ（災救マップ）

南九州市と協定を結んでいる企業などが提供中の、災害時に役立つアプリを
ご紹介します。この機会にぜひダウンロードしてみてはいかがでしょうか？

避難所の開設・混雑状況や電気・水道などの稼働状況を確認
できます。スマホにアイコンを追加して、避難する可能性
のある複数の避難所をチェック！災害時に備え下見に行っ
てください。

災害に備える
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　投票所入場券に記載されている投票所の場所、
氏名などをご確認ください。

・投票日当日は、ご自分の投票所入場券に記載さ
れている投票所でしか投票できません。

・投票所へお越しの際はご自分の入場券をお持ち
ください。

参 議 院 議 員 通 常 選 挙

７月10日（日）〈投票時間〉
午前７時～午後６時

投 票 日

投票所は、選挙管理委員会から送付される「投票所入場券」に記載されています。

■投票所入場券(ハガキ)は、６月15日（水）以降に有権者宅へ郵送いたします。

１．投票用紙の書き方について

今回の参議院議員通常選挙では２種類の投票用紙があります。
（投票の順序）
①【選 挙 区 選 挙】候補者の氏名を記入しましょう。
②【比例代表選挙】政党名または候補者の氏名を記入しましょう。

頴娃、知覧、川辺庁舎に期日前投票所を開設します。
お住まいの住所地に関係なく、いずれの期日前投票所も利用できます。
開設日時は、６月23日（木）から７月９日（土）の午前８時30分から午後８時までです。

投票区の再編に伴い有権者への利便性に配慮するとともに、投票機会を確保するため、移動期日前投票
所（※開設計画は、11ページをご参照ください）を開設します。

投票所入り口に消毒液の設置。
定期的な消毒作業、換気の実施。
お一人ずつ消毒済みの鉛筆をお渡しします。（ご自分の鉛筆などを持参して記入することもできます）
※朝一番は混雑する投票場所が多いため、あわてずゆっくりお越しください。
※新型コロナウイルス感染症で保健所から外出自粛などの要請を受けている方は特例郵便等投票ができ

ます。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

２．期日前投票について

３．移動期日前投票所について

４．投票所では新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。

※注意しておいていただきたいこと

➡

こ
ち
ら
に
書
か
れ
て

い
る
投
票
所
で
す

（入場券例）

書き間違えのない
よう気をつけて

頴…頴娃庁舎☎ 0993-36-1111　知…知覧庁舎☎ 0993-83-2511　川…川辺庁舎☎ 0993-56-1111 お知らせ
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［問］ 知  選挙管理委員会事務局

第
一
移
動
期
日
前
投
票
車

箇所 日　程 開設時間 開設箇所
１

７月４日
（月）

１ 10：00 ～ 12：00 山下集落農事集会所
２ ２ 13：00 ～ 14：00 新牧公民館
３ ３ 15：00 ～ 17：00 谷場営農研修センター
４

７月５日
（火）

１ 10：00 ～ 12：00 松永公民館
５ ２ 13：00 ～ 14：00 上出集会施設
６ ３ 15：00 ～ 17：00 栫山営農研修館
７

７月６日
（水）

１ 10：00 ～ 12：00 東垂水集落センター
８ ２ 13：00 ～ 14：00 瀬世地区研修館
９ ３ 15：00 ～ 17：00 折尾みどり館
10

７月７日
（木）

１ 10：00 ～ 12：00 厚地広報研修館
11 ２ 13：00 ～ 14：00 横井場公民館
12 ３ 15：00 ～ 17：00 雪丸公民館
13

７月８日
（金）

１ 10：00 ～ 12：00 加治佐多目的集会施設
14 ２ 13：00 ～ 14：00 耳原公民館
15 ３ 15：00 ～ 17：00 頴娃漁村センター

第
二
移
動
期
日
前
投
票
車

箇所 日　程 開設時間 開設箇所
16

７月４日
（月）

１ 10：00 ～ 12：00 大谷地区営農研修館
17 ２ 13：00 ～ 14：00 小河路農村公園
18 ３ 15：00 ～ 17：00 大隣集落センター
19

７月５日
（火）

１ 10：00 ～ 12：00 小野公民館
20 ２ 13：00 ～ 14：00 宮中広報研修施設
21 ３ 15：00 ～ 17：00 両添公民館
22

７月６日
（水）

１ 10：00 ～ 12：00 古殿公民館
23 ２ 13：00 ～ 14：00 野間大久保広報研修施設
24 ３ 15：00 ～ 17：00 田部田研修館
25

７月７日
（木）

１ 10：00 ～ 12：00 総合地域施設下山田研修館
26 ２ 13：00 ～ 14：00 東研修施設
27 ３ 15：00 ～ 17：00 永田研修館
28

７月８日
（金）

１ 10：00 ～ 12：00 上別府集落センター
29 ２ 13：00 ～ 14：00 松久保集落センター
30 ３ 15：00 ～ 17：00 西塩屋公民館

【移動期日前投票所の開設計画】

くらしのインフォメーションお知らせ

　今回から移動期日前投票所開設箇
所に頴娃漁村センターが増えたよ。
　日程を確認して投票に行こう！
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３Ｒ（アール）の実践方法

リデュース
（発生抑制）

リユース
（再使用）

リサイクル
（再生使用）

①

③

②

リデュース（発生抑制）

リサイクル（再生使用）

リユース（再使用）

・無駄なものは買わない
・使い捨て用品は選ばない

・修理して再使用する
・紙の裏面を利用する

・分別して再資源化する
・再生品を積極的に利用する

・紙類（コピー用紙、本・雑誌、新聞紙、ダンボール、封筒など）
・空き缶、空瓶
・ペットボトル
・プラスチック容器包装

まずは３R（アール）を実践して
排出するごみを減らしましょう！

事業所から排出されるごみを分別し、
リサイクルに努めましょう！

◎紙類の再資源化をお願いします！

※事業所から排出される
　ごみの多くは紙類です。

さらに･･･

Reduce

Recycle Reuce

Reduce

Recycle

Reuce

①まずは

②次に③最後に

事業所から排出されるリサイクル可能なごみ。

3R

事業者の皆さんへ
　事業系ごみの減量・再資源化への取り組みにご協力ください
　市では、循環型社会の形成に向け、ごみの減量と再資源化を推進しています。
　家庭系ごみは、各家庭や自治会を通じて分別と再資源化に努めていただき、ごみの減量にご協力い
ただいていますが、可燃ごみの約３分の１を占める「事業系ごみ」の減量が大きな課題となっています。
　事業所のごみの減量と再資源化を推進するため「事業系ごみ減量マニュアル」を作成しています。
事業者の皆さまには、本マニュアルを活用していただき、ごみの減量と再資源化の取り組みをお願い
します。
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。

事業系ごみ減量マニュアル

　［問］川 市民生活課 生活衛生係

頴…頴娃庁舎☎ 0993-36-1111　知…知覧庁舎☎ 0993-83-2511　川…川辺庁舎☎ 0993-56-1111 お知らせ
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　令和４年10月１日から、後期高齢者医療制度の負担割合が変わります。
　現在１割負担の方で、一定以上の所得がある方は医療費の窓口負担割合が２割になります。
　負担割合は令和３年度中の所得に応じて変わるため、９月中に届く被保険者証（保険証）を
ご確認ください。

■窓口負担割合２割の対象
　同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢
者医療の被保険者がいる方で、次の①または②に該当す
る方。

①同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が１人で
「年金収入＋その他の合計所得」が200万円以上。

②同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が２人以
上で「年金収入＋その他の合計所得」が320万円
以上。

◎限度額適用認定証
◎限度額適用・標準負担額減額認定証
　　負担区分に変更がなければ１回目の保険証郵送時に同封しますので、すでに認定証をお持ちの方は

申請の必要はありません。

被保険者証について
後期高齢者医療制度の負担割合の見直しに伴い、今年度は２回保険証を郵送します。

■郵送時期＝１回目（令和 4 年８月１日から令和 4 年９月 30 日まで使用分）：７月下旬
　　　　　　２回目（令和 4 年 10 月１日から令和 5 年７月 31 日まで使用分）：９月中
■郵送先＝ご本人の住所地（すでに送付先届を出されている方は届け出の住所地）

「国保の保険証・認定証の更新」

◎限度額適用認定証
◎限度額適用・標準負担額減額認定証

　８月以降、必要な場合は改めて申請が必要です（現在交付している認定証の有効期限は令和 4 年７月
31 日です）。
　申請された月からの認定となりますので、必要な方は８月１日以降、各庁舎担当係で手続きを行って
ください。

■申請に必要なもの＝保険証、マイナンバーが確認できるもの

８月１日からお使いいただく新しい保険証を郵送します。
　■郵送時期＝７月下旬
　■郵送先＝世帯主の住所地

　郵送先の変更を希望される方は手続きが必要ですので、６月 30 日（木）までに各庁舎担当係へご連絡
ください。
　保険証は台紙に貼られた状態で届きます。誤って紛失される事のないよう、取り扱いには十分注意し
てください。

★マイナンバーカード取得について
　　マイナンバーカードを保険証（国民健康保険・後期高齢者医療保険）として利用できますので、お早

目の取得手続きをお願いします。
　※マイナンバーカードの保険証利用には登録が必要です。

「国保の方・後期高齢者の方へ共通する保険証更新時の注意事項」

［問］川  健康増進課 保険係　頴・知  支所 市民生活係

後期高齢者医療制度の負担割合が変わります！

くらしのインフォメーションお知らせ

区分 医療費
負担割合

現役並み所得者 ３割

一定以上所得の
ある方 ２割

一般所得者等※ １割

区分 医療費
負担割合

現役並み所得者 ３割

一般所得者等※ １割

年 月 日から年 月 日まで

※住民税非課税世帯の方は基本的に１割負担となります。

被
保
険
者
全
体
の
約
20
％
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■適正飼養
　室外で飼う場合は放し飼いにせず、必ず係留して飼いましょう。係留場所や
犬小屋の場所は通りに飛び出したり、近隣住民の迷惑にならない場所を選び、
清潔に保ちましょう。不衛生な状態だとストレスがたまり夜鳴きなどの原因に
もなります。室内で飼う場合も急に飛び出ていかないよう十分注意が必要です。
　また、散歩時の糞は放置せず、必ず持ち帰りましょう。もし、飼い犬が人を
咬んだときは保健所へ連絡しましょう。

■犬の登録と狂犬病予防注射
　犬の飼い主が必ず守らなければならない法律が狂犬病予防法です。犬を飼い始めたら生涯１回の犬の
登録と毎年１回の狂犬病予防注射を必ず行いましょう。

■不妊・去勢処置
　不妊・去勢処置を行い、責任を持って世話ができる頭数を飼育しましょう。また、処置を行うことで
発情期の鳴き声や騒動および前立腺癌や乳腺癌などの病気のリスクを低減することもできます。

■名札をつけましょう
　飼い犬が行方不明になった時、近所の方や警察、保健所で保護されている場合がありますが、名札な
どが無いと所有者がわからず家に帰ることができません。飼い主の連絡先を記した名札、鑑札および注
射済証を首輪などに装着しましょう。
　また、体内に埋め込むマイクロチップは首輪が抜けた際にも身元がわかる確実な身元証明になります。
　もし、飼い犬が行方不明になったら、保健所、市役所へ連絡しましょう。

［問］ 知覧税務署（電話 0993-83-2411　※自動音声案内）

消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）
登録申請受付中！

犬の飼い主の方へ　適正飼養について
　ペットの飼い主には終生飼養の責任があります。ペットを家族に迎え入れたら、愛情をもって
世話をしましょう。

［問］ 川 市民生活課 生活衛生係

インボイス制度の基本的な事項や留意すべき点などを
解説します。また、チャット機能を利用した質疑応答も
行っております。 説明会サイトへ

▲

●インボイス制度に関する一般的なご相談は、軽減・インボイスコール
センターで受け付けております。
　【専用ダイヤル】 0120-205-553（無料）
　【受付時間 】 9:00～ 17:00（土日祝除く）
インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）の
「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

特設サイトへ

頴…頴娃庁舎☎ 0993-36-1111　知…知覧庁舎☎ 0993-83-2511　川…川辺庁舎☎ 0993-56-1111

令和５年10月１日からインボイス制度が始まります。
インボイスを交付する事業者となるには事前に登録申請が必要です。

お知らせ
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浄化槽法定検査（定期検査）

　詳しくは、（公財）鹿児島県環境保全協会 ☎099-296-9000 か担当係にお問い合わせください。

合併処理浄化槽 基本検査（ガイドライン検査） 採水員検査
5,000 円 3,000 円

単独処理浄化槽 ガイドライン検査 採水員検査
4,000 円 3,000 円

検査頻度 ４年に１回 ４年に３回

　浄化槽法定検査(定期検査)は、保守点検および清掃が適正に行われているか、浄化槽の機能が正常に維持
されているかを確認するものです。全ての浄化槽は、法律によりこの検査を受けることが義務付けられて
います。必ず受検してください。
　令和４年４月１日現在の定期検査手数料は、下記のとおりです。

　問題が認められた合併浄化槽は、ガイドライン検査で補完する。

老朽化した空き家の除去費用の一部を助成します！
※すべての空き家が補助対象ではありません！空家特措法に基づく、特定空家が補助対象です。
　空家特措法に基づく「特定空家」とは、そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある
状態、または著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観
を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると
認められた空家です。
《補助金》事業費の 1/3（上限額 30万円）
《補助の流れ》

　詳しくは、市ホームページ（　 　）をご覧になるか、
担当係までお問い合わせください。

空家等適正管理支援事業（除却） 検索 ⬆

➡ ➡ ➡ ➡ ➡空家に
ついて
の相談

補助金
交付申請

解体工事
・

実績報告
書の提出

特定空家
について
の調査・
認定

交付決定 補助金
支払い

物件名 所在地 土地面積 備考

１ 旧松原小学校（土地・建物）
※校長住宅も含む

頴娃町別府 9345-12  
外 7 筆 14,328.79㎡ 建物 15 棟

境界確定済

２ 旧松原小教頭住宅（土地・建物） 頴娃町別府 9475-4
外 1 筆 312.75㎡ 建物 2 棟

境界確定済

３ 宮一般住宅跡地（土地） 川辺町宮 3679 503.97㎡ 境界確定済

物件名 所在地 土地面積 売渡予定価格 備考

１ 市営両添団地１
( 土地 ) 川辺町野間 5530-2 438.39㎡ 3,901,671 円 境界確定済

２ 市営両添団地２
( 土地） 川辺町野間 5530-5 1,249.77㎡ 10,748,022 円 境界確定済

■入札予定物件
　　（７月中に実施する予定ですが購入希望の方はお早めにお問い合わせください。）

■随時売り払い物件（先着順で売買しています）

■申込書（募集要項）
　詳しくは、市ホームページか担当係にお問い合わせください。 ［問］ 知  財政課 財産管理係

　市有財産の売り払いについて
　市では公共的活用の見込まれない市有財産の売り払いを予定しています。

［問］ 知  都市政策課 建築係

くらしのインフォメーションお知らせ

　　［問］川  市民生活課 環境保全係 
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頴…頴娃庁舎☎ 0993-36-1111　知…知覧庁舎☎ 0993-83-2511　川…川辺庁舎☎ 0993-56-1111 募 集

募　
集

　
令
和
５
年
10
月
８
日
（
日
）
～

　
10
月
10
日
（
火
）

■
申
込
方
法=

「
南
九
州
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
登
録
申
込
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
な
ど

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
様
式
は
市
実
行
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

［
問
］
燃
ゆ
る
感
動
か
ご
し
ま
国
体
・
か

ご
し
ま
大
会
南
九
州
市
実
行
委
員
会
事

務
局

　

 

川 

保
健
体
育
課 

国
体
推
進
係

剪
定
・
整
枝
講
習
の

受
講
者
募
集

　
剪
定
・
整
枝
に
必
要
な
基
本
的
知
識
や

技
術
の
習
得
を
目
指
し
ま
す
。

■
開
催
日=

７
月
26
日
（
火
）
～

　
　
　
　
　
７
月
28
日
（
木
）
全
３
日
間

■
時
間=

午
前
10
時
～
午
後
４
時

　
（
５
時
間
／
日
）

■
会
場=

南
九
州
市
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

ひ
ま
わ
り
館

■
定
員=

10
人
（
申
し
込
み
多
数
の
場
合

は
選
考
）

■
受
講
料=

無
料

■
申
込
期
限=

７
月
８
日
（
金
）

■
対
象=

60
歳
以
上
で
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
の
新
規
会
員
と
し
て
就
業
を
目

指
す
方
。
ま
た
は
現
在
シ
ル
バ
ー
会
員

で
あ
る
が
新
た
な
分
野
で
就
業
を
希
望

し
て
い
る
方

■
申
込
方
法=

必
要
事
項
（
氏
名
、住
所
、

電
話
番
号
）
を
記
入
の
上
、
電
話
か
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
申
込
先=

鹿
児
島
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
連
合
会 

事
業
課

　
☎
０
９
９

－

２
０
６

－

５
４
２
２

　
ＦＡＸ
０
９
９

－

２
０
６

－

５
４
１
０

［
問
］南
九
州
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
９
３

－

56

－

６
３
４
１

　
ＦＡＸ
０
９
９
３

－

58

－

３
１
２
９

夏
休
み
・
子
ど
も
芸
術
体
験

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
参
加
募
集
！

　
（
２
０
２
２
年
度
子
ど
も
ゆ
め
基
金
助
成
事
業
）

■
日
時
＝
８
月
２
日
（
火
）

■
場
所
＝
南
九
州
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ン
タ
ー
頴
娃
文
化
会
館
（
研
修
室
）

■
対
象
＝
小
学
生
～
中
学
生

■
内
容
＝
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
ワ
ー
ク

　
【
み
ん
な
で
つ
く
る
！

　
　
み
ん
な
で
遊
ぶ
！

　
　
　
ば
る
ー
ん
で
ア
ー
ト
！！
】

■
定
員
＝
20
人

■
参
加
費
＝
無
料

■
申
込
締
切
＝
７
月
10
日（
日
）必
着

［
問
］
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ご
し
ま

子
ど
も
芸
術
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
９

－

２
１
９

－

１
４
７
８

　
ＦＡＸ
０
９
９

－

２
１
９

－

１
５
４
８

　
メ
ー
ル c-a-c-kago@

m
x61.tiki.ne.jp

市
民
の
皆
さ
ま
か
ら
施
策
の

ア
イ
デ
ア
を
募
集
し
ま
す
！

　
市
で
は
、
地
域
資
源
を
最
大
限
に
活
か

し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
「
第
２

次
南
九
州
市
総
合
計
画
前
期
基
本
計
画
」

を
策
定
し
、
計
画
に
基
づ
い
て
各
施
策
を

実
施
し
て
お
り
ま
す
。
今
年
度
は
「
後
期

基
本
計
画
」
を
新
た
に
策
定
し
ま
す
。

　
そ
こ
で
市
民
の
皆
さ
ま
か
ら
ま
ち
づ
く

り
の
施
策
提
案
を
募
集
し
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ま
が
日
頃
『
こ
ん
な
事
業

が
南
九
州
市
に
も
あ
っ
た
ら
い
い
な
』『
こ

ん
な
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
ら
い
い
の
に
』

と
感
じ
て
い
る
こ
と
を
、
具
体
的
な
施
策

（
事
業
）
と
し
て
ご
提
案
く
だ
さ
い
。

■
応
募
方
法

①
南
九
州
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
「
提

案
用
紙
」
の
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

て
く
だ
さ
い
。
様
式
は
、
企
画
課
ま
た

は
各
支
所
地
域
振
興
係
に
も
用
意
し
て

い
ま
す
。

②
「
提
案
用
紙
」
に
必
要
事
項
を
ご
記
入

く
だ
さ
い
。

③
郵
送
、Ｅ
メ
ー
ル
、直
接
持
参
な
ど
の
方

法
に
よ
り
企
画
課
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
他
、
鹿
児
島
県
電
子
申
請
共
同
運

営
シ
ス
テ
ム
（
e
（
い
ー
）
申
請
）
か

ら
の
提
案
も
可
能
で
す
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
南
九
州
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
応
募
締
切
＝
７
月
22
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　
（
当
日
消
印
有
効
）

［
問
］
知  

企
画
課 

企
画
係

燃
ゆ
る
感
動
か
ご
し
ま
国
体

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

　
燃
ゆ
る
感
動
か
ご
し
ま
国
体
・
か
ご
し

ま
大
会
南
九
州
市
実
行
委
員
会
で
は
、
か

ご
し
ま
国
体
の
運
営
な
ど
に
ご
協
力
い
た

だ
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
期
間=

令
和
４
年
７
月
１
日（
金
）

～
令
和
５
年
３
月
31
日
（
金
）

■
募
集
人
員=

１
０
０
人
程
度

■
募
集
対
象=

市
内
に
在
住
、
通
学
・
通

勤
さ
れ
て
い
る
方
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

実
施
時
に
中
学
生
以
上
の
個
人
、
団
体

※
応
募
時
点
で
18
歳
未
満
の
方
は
、
保
護

者
の
同
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
活
動
内
容=

受
付
・
案
内
、
会
場
美
化
、

会
場
整
理
、
会
場
サ
ー
ビ
ス
、
駐
車
場

誘
導
ほ
か

■
活
動
日=

○
第
74
回
全
日
本
総
合
女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
選
手
権
大
会
（
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
）

　
令
和
４
年
９
月
23
日
（
金
・
祝
）
～

９
月
25
日
（
日
）

○
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ー
ツ

　
・
デ
ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ

　
　
令
和
５
年
５
月
14
日
（
日
）

　
・
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
コ
ン
テ
ス
ト

　
　
令
和
５
年
５
月
28
日
（
日
）

○
国
民
体
育
大
会
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

　
（
少
年
男
女
・
成
年
男
子
）
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 南九州市職員
　●試験日程
　　１次試験：9月18日（日）　午前9時～　場所＝知覧文化会館
　　２次試験：11月6日（日）　場所＝南九州市役所 知覧庁舎

 指宿南九州消防組合職員
　●試験日程
　　１次試験： 9月18日（日）　午前9時～　場所＝知覧文化会館
　　２次試験：11月12日（土）　※指宿南九州消防組合が実施

採用職種 対象 受験資格

一般事務Ａ 昭和 62 年 4 月 2 日～
　平成 17 年 4 月 1 日生 高等学校以上の学校を卒業または来年 3 月卒業見込みの人

一般事務 B 昭和 62 年 4 月 2 日～
　平成 17 年 4 月 1 日生

（身体障害者手帳（1 級から 6 級）、療育手帳、児童相談所などが発行した知的障
害の判定書および精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者）高等学校以上の
学校を卒業または来年 3 月卒業見込みの人

土 木 技 師 昭和 58 年 4 月 2 日～
　平成 17 年 4 月 1 日生

高等学校以上の学校で土木の学科を履修し卒業または来年 3 月卒業見込みの人、
もしくは土木施工管理技士 2 級以上の資格を有する人または資格取得見込みの人

保 健 師 昭和 62 年４月２日以降
に生まれた人 保健師の資格を有する人または資格取得見込みの人

農 業 技 師 昭和 58 年４月２日以降
に生まれた人

高等学校以上の学校で農業専門課程を履修し卒業または来年 3 月卒業見込みの人、
もしくは農業に関する専門技術を有する人

消 防 吏 員 平成 10 年 4 月 2 日～
　平成 17 年 4 月 1 日生

高等学校以上の学校を卒業または来年 3 月卒業見込みの人
※その他、身長、体重、視力などの身体的要件あり

　マイナンバーカードの交付や申請をサポートするため、夜間および日
曜開庁による臨時窓口を開設します。平日の開庁時間に市役所へ行
くことが難しい方は、ぜひこの機会にご利用ください。
■開設日時：開庁日の毎週木曜日　午後５時 15分～午後 7時
　　　　　　７月 10日（日）午前８時 30分～正午
　　　　　　８月 14日（日）午前８時 30分～正午
■開設場所：頴娃・知覧・川辺庁舎の市民係および市民生活係
※カードの受け取りに来られる方は、交付通知のハガキと必要書類を
　ご持参ください。
※マイナンバーカードに関すること以外は、受け付けられません。 　［問］川 市民生活課 市民係　頴・知 支所 市民生活係

　［問］知 総務課 総務人事係

・すべて無料！（申請・写真撮影・交付）
　※紛失などによる再交付を除く

・申請は最短５分！

マイナポイント第２弾スタート！
最大20,000円分のマイナポイントがもらえます!

マイナンバーカードがあれば、
住民票の写し・印鑑登録証明書・所得

（課税）証明書をコンビニで取得できます！

夜間および日曜開庁でマイナンバーカードの交付や申請をサポートします！

いつでも

どこでも

早くて便
利！

南九州市職員採用試験
指宿南九州消防組合職員採用試験

共に創ろう　南九州市の未来を！

※総務課総務人事係へ期限内に必着
試験要領や受験申込書などは、7月か
ら川辺庁舎市民係および知覧・頴娃庁
舎の市民生活係にて配布し、市ホーム
ページからもダウンロードできます。
受け付けは、郵送・持参のほか電子申
請も可能です。

 受付期間:７月４日（月）～８月16日（火）

くらしのインフォメーションお知らせ

受験時に特に配慮を必要とする方は、お問い合わせください。
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で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
健
診
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

■
場
所=

鹿
児
島
県
内
の
歯
科
医
療
機
関

　
（
予
約
し
て
か
ら
受
診
し
て
く
だ
さ
い
）

■
期
間=

令
和
４
年
６
月
１
日（
水
）～

　
　
　
　
令
和
５
年
１
月
31
日（
火
）ま
で

■
健
診
料=

無
料

■
対
象
者=

・
昭
和
21
年
４
月
１
日
～
昭
和
22
年
３
月

31
日
生
ま
れ
の
被
保
険
者

・
昭
和
17
年
４
月
１
日
～
昭
和
18
年
３
月

31
日
生
ま
れ
の
被
保
険
者

※
対
象
の
方
へ
は
６
月
１
日
以
降
に
受
診

券
（
オ
レ
ン
ジ
封
筒
）
を
送
付
し
て
い

ま
す
が
、
お
手
元
に
な
い
方
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

［
問
］
鹿
児
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

　
連
合 

業
務
課 
保
健
事
業
班

　
☎
０
９
９

－

２
０
６

－

１
３
２
９

南
九
州
市
台
風
等
園
芸
作
物

緊
急
支
援
事
業

　
台
風
な
ど
に
よ
る
農
作
物
被
害
が
発
生

し
た
場
合
に
次
の
よ
う
な
支
援
を
行
い
ま

す
。

■
補
助
対
象
者=

市
内
に
住
所
を
有
す
る

認
定
農
業
者
（
法
人
を
除
く
）、
新
規

就
農
者
お
よ
び
販
売
を
行
う
兼
業
農
家

な
ど

■
交
付
条
件=

露
地
お
よ
び
施
設
野
菜

で
、
被
害
率
３
割
以
上
。
７
月
か
ら
11

月
ま
で
の
期
間
に
播
種・定
植
を
行
い
、

７
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
」
強
調
月
間
で
す
！

　
す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の
防

止
と
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た
ち
の
更
生

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
に
お
い
て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行

の
な
い
安
全
で
安
心
な
明
る
い
地
域
社
会

を
築
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
特
に
７
月

を
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
強
調
月

間
と
し
て
い
ま
す
。
犯
罪
や
非
行
を
防
止

し
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
こ
と
の
で
き
る

地
域
と
な
る
よ
う
に
、
市
民
の
皆
様
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

［
問
］川 

福
祉
課 

社
会
福
祉
係

「
お
口
元
気
歯
ッ
ピ
ー
健
診
」の

お
知
ら
せ
　

　
鹿
児
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

で
は
、
今
年
度
76
歳
お
よ
び
80
歳
の
誕
生

日
を
迎
え
ら
れ
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被

保
険
者
を
対
象
に
、
口
腔
健
診
（
お
口
元

気
歯
ッ
ピ
ー
健
診
）を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
い
つ
ま
で
も
お
い
し
く
食
べ
て
元
気
で

生
き
生
き
と
過
ご

す
た
め
に
は
、
お

口
の
健
康
が
大
切

で
す
。
義
歯
（
入

れ
歯
な
ど
）
を
使

用
中
の
方
も
受
診

甘
し
ょ
基
腐
病
の
一
斉
防
除
は

無
人
ヘ
リ
で
効
果
ア
ッ
プ

　
産
業
用
無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
甘

し
ょ
基
腐
病
防
除
作
業
の
申
し
込
み
を
受

け
付
け
ま
す
。

　
産
業
用
無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
は
ド
ロ
ー

ン
よ
り
ダ
ウ
ン
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
（
吹
き
下
ろ

す
風
）
が
強
い
た
め
薬
剤
が
し
っ
か
り
株

元
ま
で
到
達
し
、
防
除
効
果
が
高
い
と
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

作
業
料
金
は
10
ア
ー
ル
あ
た
り
、

２
，２
０
０
円
（
農
薬
代
は
含
ま
な
い
）

　

使
用
薬
剤
は
、
登
録
農
薬
の
ア
ミ
ス

タ
ー
20
フ
ロ
ア
ブ
ル
を
ご
準
備
く
だ
さ

い
。（
希
釈
倍
数
32
倍
、
散
布
液
量
は
10

ａ
あ
た
り
１
．６
リ
ッ
ト
ル
で
す
）

　
防
除
作
業
の
省
力
化
と
体
系
防
除
に
よ

る
発
病
軽
減
に
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

［
問
］川 

公
益
社
団
法
人
南
九
州
市
農
業

公
社（
南
九
州
市
役
所
川
辺
庁
舎
内
）

被
災
後
１
カ
月
以
内
に
営
農
再
開
に
向

け
た
種
子
の
ま
き
直
し
な
ど
を
実
施
し

た
10
ア
ー
ル
以
上
の
市
内
農
地
。

■
補
助
対
象
経
費=

種
子
・
苗
の
購
入
に

係
る
経
費
（
税
抜
き
額
）

■
補
助
金
額=

補
助
対
象
経
費
の
３
分
の

１
以
内
。
10
ア
ー
ル
当
た
り
上
限

　
８
，０
０
０
円
。

※
種
子
・
種
苗
の
領
収
書
、
被
災
状
況
の

わ
か
る
写
真
な
ど
が
必
要
で
す
。

［
問
］
頴 

農
政
課 

生
産
流
通
指
導
係

　
　

 

知
・
川 

支
所
農
林
係

さ
つ
ま
い
も
の
バ
イ
オ
苗
の

注
文
を
受
け
付
け
ま
す

　
令
和
５
年
産
さ
つ
ま
い
も
の
苗
床
用
バ

イ
オ
ポ
ッ
ト
苗
の
注
文
を
受
け
付
け
ま

す
。（
市
内
在
住
者
に
限
る
）

■
品
種
＝
ベ
ニ
サ
ツ
マ
、
べ
に
は
る
か
、

コ
ガ
ネ
セ
ン
ガ
ン
、
シ
ロ
ユ
タ
カ
、
高

系
14
号
、
こ
な
い
し
ん

■
締
切
＝
11
月
30
日
（
水
）

■
配
布
時
期
＝
９
月
下
旬
～
令
和
５
年
１

月
末
を
予
定

■
料
金
＝
１
ポ
ッ
ト
50
円
（
通
常
80
円
）

さ
つ
ま
い
も
苗
の
健
全
化
に
よ
る
基
腐

病
な
ど
の
被
害
抑
制
推
進
対
策
と
し

て
、
昨
年
に
引
き
続
き
、
値
下
げ
し
て

提
供
し
ま
す
。

［
問
］
頴 
農
政
課 

総
合
研
修
係

　
（
頴
娃
農
業
開
発
研
修
セ
ン
タ
ー
内
）

　
☎
０
９
９
３

－

38

－

２
８
８
１

お
知
ら
せ

頴…頴娃庁舎☎ 0993-36-1111　知…知覧庁舎☎ 0993-83-2511　川…川辺庁舎☎ 0993-56-1111 お知らせ
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道
路
に
張
り
出
し
た
木
や
竹
の

伐
採
を
お
願
い
し
ま
す

　
道
路
に
隣
接
す
る
個
人
宅
や
山
林
か
ら

木
の
枝
や
竹
、枯
れ
木
な
ど
が
張
り
出
し
、

通
行
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
原
因
で

車
両
や
歩
行
者
に
事
故
が
発
生
し
た
場
合

に
は
、
所
有
す
る
方
が
管
理
責
任
を
問
わ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。（
民
法
７
１
７

条
・
道
路
法
43
条
）

　
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
い
ま
一
度

所
有
地
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
、
道
路
に

張
り
出
す
恐
れ
の
あ
る
枝
木
や
、
張
り
出

崖
に
隣
接
す
る
あ
な
た
の

お
住
ま
い
は
、安
全
で
す
か
？

　
「
が
け
地
近
接
等
危
険
住
宅
移
転
事
業
」

は
、
崖
の
崩
壊
に
よ
り
、
居
住
者
の
生
命

に
危
険
が
お
よ
ぶ
恐
れ
の
あ
る
危
険
住
宅

の
、
安
全
な
場
所
へ
の
移
転
を
促
進
す
る

事
業
で
す
。

■
危
険
住
宅
＝

　
次
の
図
の
と
お
り
、
崖
に
近
接
し
、
昭

和
46
年
８
月
31
日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
住

宅
。
ま
た
は
、
災
害
の
危
険
が
あ
り
、
建

築
を
制
限
し
て
い
る
区
域
内
の
住
宅
。

■
移
転
す
る
場
合
の
補
助
金
＝

　
事
前
（
契
約
な
ど
の
前
）
に
事
業
内
容

や
実
施
時
期
に
つ
い
て
、
協
議
が
必
要
で

す
。

　
補
助
金
額
は
移
転
内
容
で
変
わ
り
ま
す

の
で
、
担
当
係
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

［
問
］ 

知 

都
市
政
策
課 

建
築
係

し
て
い
る
木
の
枝
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は

適
切
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
通
行
の
障
害
と
な
る
範
囲
に
つ
い
て
】

　
道
路
通
行
時
の
安
全
確
保
の
た
め
、
一

定
の
幅
・
一
定
の
高
さ
の
範
囲
内
に
通
行

の
障
害
と
な
る
も
の
を
設
け
て
は
な
ら
な

い
区
域
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。（
道
路

法
第
30
条
・
道
路
構
造
令
第
12
条
）

←
一
般
的
な
範
囲
は
上
図
の
と
お
り
。

※
緊
急
（
通
行
不
能
な
ど
）
の
場
合
、
道

路
を
管
理
す
る
市
に
お
い
て
了
解
な
く

伐
採
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

理
解
く
だ
さ
い
。

［
問
］
知 

建
設
課 

維
持
係

　
　
　
　
夏
の
プ
ー
ル
開
放

○
知
覧
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル

■
開
放
期
間
＝
７
月
21
日
（
木
）
～
８

月
31
日
（
水
）

■
開
放
時
間
＝
午
前
10
時
～
12
時
、

　
午
後
１
時
～
３
時
、
午
後
３
時
30
分

～
５
時
30
分

■
使
用
料
金
＝
１
人　
１
０
０
円

■
定
休
日
＝
月
曜
日

○
え
い
中
央
温
泉
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル

■
夏
休
み
期
間
中
に
限
り
、
小
学
生
以

下
は
１
０
０
円
で
利
用
で
き
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
の
た
め
開
放
期
間
な
ど
が
変
更
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

［
問
］
川
保
健
体
育
課 
市
民
体
育
係

狩
猟
免
許
試
験
の
実
施

■
日
程
（
試
験
日
・
会
場
な
ど
）

○
１
回
目　
７
月
24
日
（
日
）

　
南
薩
地
域
振
興
局　
本
庁
舎

　
申
請
期
間
：
６
月
13
日
（
月
）

　
　
　
　
　
～
７
月
８
日
（
金
）

○
２
回
目　
８
月
28
日
（
日
）

　
南
薩
地
域
振
興
局　
指
宿
庁
舎

　
申
請
期
間
：
７
月
15
日
（
月
）

　
　
　
　
　
～
８
月
12
日
（
金
）

［
問
］
南
薩
地
域
振
興
局 

林
務
水
産
課

　
☎
０
９
９
３

－

52

－

１
３
３
５

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

高
卒・大
卒
求
人
の
申
し
込
み
は

お
早
め
に

　
高
等
学
校
の
令
和
５
年
３
月
卒
業
予

定
者
を
対
象
と
し
た
求
人
（
高
卒
求
人
）

の
申
込
受
付
が
６
月
１
日
か
ら
開
始
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

　
一
人
で
も
多
く
の
学
生
が
地
元
で
活

躍
で
き
ま
す
よ
う
、
早
め
の
採
用
計
画

と
求
人
提
出
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
ま
た
、
大
学
・
専
門
学
校
な
ど
の
令

和
５
年
３
月
卒
業
予
定
者
を
対
象
と
し

た
求
人（
大
卒
求
人
）も
現
在
受
け
付
け

中
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

　
ご
不
明
な
点
な
ど
ご
ざ
い
ま
し
た
ら

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

［
問
］
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
加
世
田 

学
卒
係

　
☎
０
９
９
３

－

53

－

５
１
１
１

くらしのインフォメーションお知らせ
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　特設人権相談所は、家庭内（結婚、夫婦、親子、相続）
や隣近所のもめごとなど、日々の暮らしの中で起こるさ
まざまな人権に関する問題について、人権擁護委員が相
談をお受けします。
　予約は不要で、相談は無料。秘密は固く守られます。

日時＝７月 14 日（木）午前 10 時～午後３時
場所＝頴娃保健センター

［問］ 鹿児島地方法務局知覧支局　☎ 0993-83-2208

　家庭や職場、子育てや介護、DV やセクハラ、ジェンダー、
LGBTQ、生理の貧困に関することなど悩みを抱えている
方、どんなことでもお気軽にご相談ください。専門のカ
ウンセラーが相談に応じ、秘密は固く守られます。
相談日時＝７月９日（土）午後１時～５時
　　　　　　（１人 50 分程度）
場所＝ちらん夢郷館
完全予約制＝毎月１回開催されます
　予約受付時間　午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）
　☎ 0993-83-2511（相談室予約専用内線 2222）

［問］ 知  まちづくり推進課 共生・協働推進係

７月の悩み相談室特設人権相談所の開設

１枚 ２，５００円（サイズＳＳ～３Ｌ）
ゴッソイポロシャツ  販売します!!!

［問］南九州市商工会頴娃支所　TEL0993-36-0380　FAX0993-36-2900

　色は「オレンジ」のみ。
　数量限定です。
　販売場所：商工会頴娃支所（36-0380）
　　　　　　えいスポーツ　（36-2569）
　　　　　　衣料百貨はらだ（38-0040）

　色は「ダークグレイ」のみ。
　数量限定です。
　販売場所：南九州市商工会川辺本所

かわなべ三大祭ポロシャツ  販売します!!!

［問］南九州市商工会（川辺本所）　TEL0993-56-0247　FAX0993-56-1987

１枚 ２，５００円（税込）

頴…頴娃庁舎☎ 0993-36-1111　知…知覧庁舎☎ 0993-83-2511　川…川辺庁舎☎ 0993-56-1111 相 談

令和4年度 えいのゴッソイまつり 開催中止のお知らせ
　〔問〕えいのゴッソイまつり実行委員会（ 知 商工観光課内）

令和4年8月21日（日）に開催を予定
しておりましたが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、開催を
中止することになりました。

お知らせ

20広報令和４年６月号

　近所で工事しているという事業者が
来訪し「お宅の屋根がめくれているの
が見えた。屋根に登って点検する」と
言うので依頼した。点検後、屋根が
浮いている写真を見せられ、そのまま
にしておけないと思い、約30万円の
修理を契約した。その後、家族の勧
めでハウスメーカーに確認してもらうと

「釘を引き抜いたような新しい傷があ
る」と言われた。

（60歳代女性）

●突然訪問してきた事業者に安易に点検させない
ようにしましょう。点検箇所をわざと壊して撮影
し勧誘するなど、悪質なケースもみられます。

●点検後に修理を勧められてもその場で契約しないようにしましょう。別の専
門家に確認を依頼したり、複数の事業者から見積もりを取ったりするとよ
いでしょう。

●家族や周囲の人は、不審な人物が来ていないか、見慣れない書面がない
かなど、高齢者の様子に気を配りましょう。

●工事終了後でも、クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、
すぐにお住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください（消費
者ホットライン188）。

［問］ 南九州市消費生活センター（知 商工観光課内）

点検中に屋根を壊された？
点検商法に注意


